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専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議

「JAMCA(全国自動車大学校・整備専門学校協会)

における質保証向上に向けた取り組みについて」

JAMCA質保証等検討委員会委員
学校法人小山学園

東京工科自動車大学校
校長 佐藤 康夫

資料１



１. JAMCAとしての質保証向上に向けた取り組みの背景(1) 

国は、人命の安全と自動車使用の安心を確保するため、自
動車の整備について一定以上の知識・技能があると認められ
た国家試験合格者に整備士の国家資格を与えている。

昭和27年ころ
HP東京web写真館より引用

急速な自動車社会発展に備
え自動車走行の「安心・安全」
を守るシステムが必要。
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■自動車整備士資格と整備専門学校について
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➁ 自動車技術の急速な進歩と教育の高度化

●1級課程設置と共に大卒と同等の高
等教育機関としての位置付け

「学士」=「高度専門士」

(大学院入学資格)

➀ 1級整備士資格の誕生(平成14年12月)

2級
自動車構造・機能理解
定期点検整備能力

新技術整備能力 顧客対応能力

電子制御装置故障診断能力

1級

➁ 4年制課程に「高度専門士」の称号付与(平成17年)

１. JAMCAとしての質保証向上に向けた取り組みの背景(2) 

■技術の進化に伴い教育の高度化が必要となると共に、高等教育機関
として社会からの期待も高まる。



専門学校進学率は16.8%(2020年)

① 整備専門学校進学者の減少、整備士の人材不足

１. JAMCAとしての質保証向上に向けた取り組みの背景(3) 

■自動車整備士(卒業生)の業界からの期待に反し、大学全入の影響等によ
り入学生が急激に減少。社会からの認知を得る発信が必要となる。
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１. JAMCAとしての質保証向上に向けた取り組みの背景(4) 

■平成26年「職業実践専門課程」が創設され、協会としても企業連携に
よる実践的な教育、情報発信による認知度向上は重要と判断された。

専門学校の質の保証・向上のために、職業実践専門課程
がスタートし、実践的な質の高い教育体制が期待される。

・修業年限が2年以上であること。

・「企業」連携による「教育課程編成委員会」の設置

・「学校関係者評価委員会」の活動

・企業等と連携した実習、また演習の授業実施

・ホームページ等への情報公開
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2．文科事業への参画 2014～2017 (1)
「自動車整備専門学校における職業実践専門課程の第三者評価について」

職業実践
専門課程
の認定促進

第三者評価
に対する
理解促進

JAMCA独自の
第三者評価
システム構築

■職業実践専門課程の認定校の拡大と共に、将来的に求められる第三者評価に
ついても視野に置き平成26年度より文部科学省委託事業に参加

■国の施行規則に伴う定期的な実地調査が実施されている専門学校として、
重要な柱を決め、特徴的で受審しやすい、スリムな評価項目とした。

JAMCA第三者評価項目(4つの柱)と観点

（Ⅰ）文科省および私立学校等評価研究機構等の
自己評価内容について第三者として
客観的な評価を行う。

(機関評価・一部分野別評価)
（Ⅱ）職業実践専門課程認定要件への適合を

第三者として評価する。 (機関評価)
（Ⅲ）国土交通省自動車整備士一種養成施設

指定基準に基づく評価。
(分野別機関 評価)   

（Ⅳ）自動車整備士分野の教育の質保証
特徴化に向けた取り組み内容の評価

(分野別評価) 6



2．文科事業への参画 2014～2017 (2)
「自動車整備専門学校における職業実践専門課程の第三者評価について」
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受審校 第三者評価委員会

1. 自己評価報告書及び
根拠(エビデンス)の提出

2. 報告書などの書面調査

3. 調査委員から受審校への
事前質問

4. 訪問調査・報告

5. 最終評価報告書作成
6. 受審校による評価内容確
認と異議申し立て

(訪問調査受診)
※ピアレビュー方式

(事前質問に対する
エビデンスや資料の準備)

※文科省事業の実証ではなくJAMCA組織独自の第三者評価の実施へ

・第三者評価の知識を共有し、実施に向けたガイドラインとして「ガイドブック」を作成

2．文科事業への参画 2014～2017 (3)
「自動車整備専門学校における職業実践専門課程の第三者評価について」

■文科事業の活動として第三者評価の実証実験を組織的に取り組む
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3．JAMCAにおける質保証向上への取り組み経過まとめ
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4．社会の変化とJAMCAとしての今後の取り組み(1)

■ 18歳人口は減少の一途。大学進学率は60%に。
■ 私大は定員割れが50%超⇒社会の人材ニーズに応えられず

※国費助成の大学の差別化⇒ 淘汰の時代

■ 「職業教育」の重要性が高まる
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文部科学省 学校教育法の一部改正について
■ 「大学等との制度的整合性を高めるための措置」
■「専門学校修了者の学修継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置」
■「教育の質の保証を図るための措置」

※広く大学等を含めた高等教育機関同士の競合が始まる

4．社会の変化とJAMCAとしての今後の取り組み(2)
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➀大学との制度的整合性 ⇒ 履修の単位化

➁教育の質保証を図るための措置 ⇒ 「第三者評価の受審」が必要



4．社会の変化とJAMCAとしての今後の取り組み(まとめ)

《質保証活動におけるJAMCAとしてのアドバンテージ》

■ 文科事業への参画により、多くの経験的な知識とノウハウの蓄積がある。

■ JAMCA第三者評価ガイドブックにて質保証への考え方が整理されている。

■ 各会員校が整備士国家資格に結び付く施行規則に沿った教育を実施している。

■ 国土交通省により教育施設としての実地調査が定期的に実施されている。

■ 整備士教育に対する唯一の団体として、会員校の結束が固く活動も積極的。

■ 質保証の取り組み成果として「職業実践専門課程」の認定校が会員の80%に。

《今後の課題》

■ 教育の質保証と第三者評価に向けた取り組みに対し会員校への更なる啓発。

■ 自動車教育の「分野別評価」に対してイニシアティブをとり活動する。

■ 教育の質保証に向けた取り組みの継続

・「第三者評価項目」について更なるスリム化、負担軽減を進める。
・「第三者評価の実証実験」「評価者研修等」に対し計画的に実施する。
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ご清聴、ありがとうございました

ＪＡＭＣＡ

全国自動車大学校・整備専門学校協会
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